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車検切れ公用車の運行について 

 

このたび、公用車の車検有効期間が満了していたにもかかわらず、運行を継続していた

ことが判明しました。 

市民の皆さまの信頼を損なうこととなりましたことを心よりお詫び申し上げますととも

に、再発防止と適切な事務処理を徹底してまいります。 

 

１ 概  要 

管理する公用車１台について、車検有効期間満了日である令和６年７月１５日後も、継 

続検査を受けることなく運行していた。 

令和６年１１月１日、予算の執行状況を確認していたところ、自賠責保険の予算が執行

されていないことから発覚した。 

 

２ 車検有効期間満了後の運行状況 

・運行期間：令和６年７月１６日～１０月３１日 

・運行日数：６６日 

・運行回数：１０５回 

・運行距離：２，５０２ｋｍ（交通事故等の発生なし） 

・運転従事者人数：延べ１０５人（実人数１６人） 

 

３ 再発防止策 

・車両管理表等で継続検査等の管理を徹底する。 

・運行日誌の表紙に、車検有効期間満了日を表示した。 

 

４ その他 

本事案について、新潟北警察署へ報告済み。 
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